
2024年 7月 30日 

 

 

カードローン Q-LOAN契約規定改定のお知らせ 

 

 当行は、カードローン Q-LOANの商品変更のため、2024年 8月 19日より、Qローンカード契約規

約を改定しますので、お知らせします。 

 

記 

 

１．改定対象となる約款・規定 

 Qローンカード契約規定 

 

２．改定内容 

 以下の条項を改定いたします。 

変更前 変更後 

第１１条（各回の返済金額） 

各回の約定返済金額は、つぎのとおりとし、借

主に書面で通知します。なお、各回の約定返済

金額は、一部借主により異なる場合があります。 

・借入金額が 10万円の以下の場合は 2千円 

・借入金額が 10 万円超 20 万円以下の場合は 4

千円 

以下、借入金額が 10万円増すごとに 2千円を追

加 

（注１） 各回の約定返済金額は最少の返済金

額であり、それを超える金額の返済も

随時可能です。 

（注２） 上記返済金額が利息額に満たないと

きは、利息額とします。また、残元利

金等の合計額を超えるときは残元利

金額等とします。 

（注３） 追加借入をしたときは、その直前の借

入残高と追加借入金額との合計を借

入金額とします。 

（注４） ATMでの返済は、各回の返済金額未満

での返済を受け付けることができま

せん。また、一部 ATM においては、

1,000円単位での入金となります。 

第１１条（各回の返済金額） 

各回の約定返済金額は、つぎのとおりとし、借

主に書面で通知します。なお、各回の約定返済

金額は、一部借主により異なる場合がありま

す。 

・借入金額が 10万円の以下の場合は 2千円 

・借入金額が 10 万円超 20 万円以下の場合は 4

千円 

以下、借入金額が 10 万円増すごとに 2 千円を

追加 

（注１） 各回の約定返済金額は最少の返済金

額であり、それを超える金額の返済

も随時可能です。 

（注２） 上記返済金額が利息額に満たないと

きは、利息額とします。また、残元

利金等の合計額を超えるときは残元

利金額等とします。 

（注３） 上記借入金額は、最終取引時の残高

とします。 

（注４） ATM での返済は、各回の返済金額未

満での返済を受け付けることができ

ません。また、一部 ATMにおいては、

1,000円単位での入金となります。 

※改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。 

 

ご不明な点がございましたら、以下の連絡先までご連絡ください。 

 

十六銀行キューローン支店  ０１２０―３１６―９１９ 

 



＜受付時間＞ 

月～金 ９：００～２０：００ 土 ９：００～１８：００ 

（祝・休日および１２／３１～１／３を除く） 

 

以 上 


